
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

相⼿を確認してから電話にでましょう︕ 

☑在宅中でも留守番電話設定 
☑迷惑電話防止機能付き電話機、録音・

警告メッセージ機能付き対策機器
の活用 

☑ナンバーディスプレイ・着信拒否設
定の利用 

 

１ 期日・時間 
 

  令和５年１０月２６日（木）午前１０時から午後５時まで 

 
 

２ 内容 
 

  県内４か所の消費生活センターにおいて、弁護士または司法書士が無料で１時間ほど

の相談に応じます。 
 

 

 

３ 参加方法 
 

事前予約制ですので、電話にて最寄りの消費生活センターへお申し込みください。 

 予約電話は、１０月２日（月）から１０月２４日（火）までの平日午前８時３０分か

ら午後５時までの間に受け付けます。 
 

 

４ 相談会場・予約申込先 
 

相談会場・予約申込先 住 所 ・ 電 話 番 号 

北信消費生活センター 
長野市大字南長野字幅下６９２－２ 県庁西庁舎２階 

ＴＥＬ ０２６－２１７－０００９ 

中信消費生活センター 
松本市大字島立１０２０ 松本合同庁舎４階 

ＴＥＬ ０２６３－４０－３６６０ 

南信消費生活センター 
飯田市追手町２－６４１－４７ 

ＴＥＬ ０２６５－２４－８０５８ 

東信消費生活センター 
上田市材木町１－２－６ 上田合同庁舎６階 

ＴＥＬ ０２６８－２７－８５１７ 
 

 

５ その他 
 

・相談会当日は、ご本人の来所をお願いします。 

 ・相談の時間帯など、ご希望に沿えない場合もありますのであらかじめご了承ください。 

・本相談会以外にも、法律専門家や専門機関をご紹介していますので、ご相談ください。 

 消費者金融やカードローンなど、借金を抱えてお悩みの方を対象に、県弁護士会及び県司

法書士会と共同で、県内４か所の県消費生活センターにおいて無料の法律相談会を開催し

ます。この機会に、ぜひご相談ください。 

多重債務無料相談会を１０月２６日（木）に開催します 

（問合せ先） 

担 当 県民文化部くらし安全・消費生活課 

相談啓発係  斉藤 

電 話 026-235-7286（直通） 

ＦＡＸ 026-235-7374 

E-mail kurashi-shohi@pref.nagano.lg.jp 

長野県（県民文化部）プレスリリース 令和５年（2023 年）10 月２日 


